
公文書開示決定通知書 
平成 l f 年 5 月 1 7 日 

榊原 悟 京 様 
@." L@@.                                                                                     

平成 1 6 年 5 月 1 2 日付けで開示請求のあ りました公文書については、 次のとおり開示 

することと決定しましたので、 知立市情報公開条例 第 11 条 第 1 項の規定により 通知します。 

  
①審判請求及び 成年後見制度活用に 係る平成 l f 年度予 

文 ァ 公 書の名称②平成 草書の詳細を 15 年度の、 記載した文書。 審判請求実績を 記載した文書。 
① 審判請求及び 成年後見制度活用に 係る平成 1 6 年度予 
草書の詳細を 記載した文書。 

決 定 の 内 
容                                                                                                                                           

文書不存在のため 非開示とする。 

日 時 平成 1 6 年 5 月 1 7 日 

開示の日時及び 場所 

場 所 
郵送による 

午前 午後 時 分 

111  開示 C" ないこととす i ②平成丁 5 年度 め 、 審判請求実績を 記載した文書 

由 
6 部分 

の 
  
る 根拠規定及び 当該 

Ⅰ イよヨ @ 疋 
規定を適用する 理由   

え % 
開示が可能となる 時 年 月 日以後。 ただし、 公文書の開示を 

等 期 希望する場合は 、 改めて開示請求をしてください。 

担 当 課 l 長寿介護 課 電話 83 一 1111  内線 148   

注 1  この通知書を 持参の上、 指定した日時においでください。 指定された日時においで 

になれない場合は、 事前にその旨を 担当課まで連絡してください。 

2  「開示が可能となる 時期」欄には、 あ なたが開示請求をした 公文書について、 開示 

しないこととする 理由がなくなる 日をあ らかじめ明らかにできる 場合に、 その期日が 

記載してあ ります。 

3  この決定に不服があ る場合には、 この決定があ ったことを知った 日の翌日から 起算 

して 60 日以内に、 知立市長に対して 異議申立てをすることができます。 

* コピ 一代として 1 枚当たり 1 0 円となりますので、 郵送料を加えた 金額を別添納入 

通知書により 納付してください。 

  


